
日
本
野
球
規
則
委
員
会 

二
〇
一
〇
年
度 

野
球
規
則
改
正 

 

（
１
）
二
・
四
四
（
ｄ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
改
正
） 

 

観
衆
の
妨
害
─
─
観
衆
が
ス
タ
ン
ド
か
ら
乗
り
出
し
た
り
、
ま
た
は
競
技
場
内
に
入
っ
て
、

（
１
）
イ
ン
プ
レ
イ
の
ボ
ー
ル
に
触
れ
た
場
合
、
（
２
）
イ
ン
プ
レ
イ
の
ボ
ー
ル
を
守
備
し
よ
う

と
し
て
い
る
野
手
に
触
れ
た
り
、
じ
ゃ
ま
を
し
た
場
合
に
起
こ
る
。 

 

（
２
）
三
・
一
〇
（
ｃ
）
お
よ
び
同
【
原
注
】
を
削
除
す
る
。 

 

（
３
）
四
・
〇
一
（
ｄ
）
の
最
後
尾
に
次
の
文
を
追
加
す
る
。 

  

球
審
は
プ
レ
イ
を
中
断
し
た
後
、
少
な
く
と
も
三
〇
分
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
打
ち
切
り
を
命

じ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
球
審
は
プ
レ
イ
再
開
の
可
能
性
が
あ
る
と
確
信
す
れ
ば
、
一
時
停
止
の

状
態
を
延
長
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。 

 

（
４
）
四
・
〇
一
（
ｄ
）【
原
注
】
を
追
加
す
る
。 

  

球
審
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
試
合
を
完
了
す
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
試

合
完
了
の
確
信
が
あ
れ
ば
、
球
審
は
、
そ
の
権
限
に
お
い
て
、
三
〇
分
に
わ
た
る
〝
一
時
停
止
〟

を
何
度
く
り
返
し
て
も
、
あ
く
ま
で
試
合
を
続
行
す
る
よ
う
に
努
め
、
試
合
の
打
ち
切
り
を
命
じ

る
の
は
、
そ
の
試
合
を
完
了
さ
せ
る
可
能
性
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。 

 

（
５
）
四
・
一
二
（
ｄ
）
を
削
除
す
る
。 

 

（
６
）
六
・
〇
二
（
ｄ
）（
１
）
【
原
注
】
の
冒
頭
に
次
の
文
を
追
加
す
る
。 

 

球
審
は
、
打
者
の
違
反
が
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
打
者
の
そ
の

試
合
で
の
最
初
の
違
反
に
対
し
て
は
、
自
動
的
に
ス
ト
ラ
イ
ク
を
宣
告
せ
ず
に
、
警
告
を
与
え
る

こ
と
も
で
き
る
。 

 

（
７
）
六
・
〇
五
（
ｉ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
改
正
） 

 

打
者
が
、
打
つ
か
、
バ
ン
ト
し
た
後
、
一
塁
に
走
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
だ
フ
ァ
ウ
ル
と
決
ま
ら

な
い
ま
ま
フ
ァ
ウ
ル
地
域
を
動
い
て
い
る
打
球
の
進
路
を
、
ど
ん
な
方
法
で
あ
ろ
う
と
も
故
意
に

狂
わ
せ
た
場
合
。 



  

 

（
８
）
七
・
〇
九
（
ｂ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
改
正
） 

 

打
者
ま
た
は
走
者
が
、
ま
だ
フ
ァ
ウ
ル
と
決
ま
ら
な
い
ま
ま
フ
ァ
ウ
ル
地
域
を
動
い
て
い
る
打

球
の
進
路
を
、
ど
ん
な
方
法
で
あ
ろ
う
と
も
、
故
意
に
狂
わ
せ
た
場
合
。 

 

（
９
）
七
・
〇
〇
補
則
（
Ａ
）
（
ｅ
）
（
５
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
改
正
） 

 

打
者
ま
た
は
走
者
が
、
ま
だ
フ
ァ
ウ
ル
と
決
ま
ら
な
い
ま
ま
フ
ァ
ウ
ル
地
域
を
動
い
て
い
る
打

球
の
進
路
を
、
ど
ん
な
方
法
で
あ
ろ
う
と
も
、
故
意
に
狂
わ
せ
た
場
合
。 

 

（
10
）
八
・
〇
一
（
ｆ
）
を
追
加
す
る
。 

 

（
ｆ
） 

投
手
は
、
球
審
、
打
者
お
よ
び
走
者
に
、
投
手
板
に
触
れ
る
際
、
ど
ち
ら
か
の
手
に
グ
ラ
ブ

を
は
め
る
こ
と
で
、
投
球
す
る
手
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

投
手
は
、
打
者
が
ア
ウ
ト
に
な
る
か
走
者
に
な
る
か
、
攻
守
交
代
に
な
る
か
、
打
者
に
代
打

者
が
出
る
か
、
あ
る
い
は
投
手
が
負
傷
す
る
ま
で
は
、
投
球
す
る
手
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
投
手
が
負
傷
し
た
た
め
に
、
同
一
打
者
の
打
撃
中
に
投
球
す
る
手
を
変
え
れ
ば
、
そ
の
投

手
は
以
降
再
び
投
球
す
る
手
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
投
手
が
投
球
す
る
手
を
変
え
た
と

き
に
は
、
準
備
投
球
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

投
球
す
る
手
の
変
更
は
、
球
審
に
は
っ
き
り
と
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
11
）
八
・
〇
二(

ａ)

（
２
）
～
（
６
）
ペ
ナ
ル
テ
ィ
（
ａ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。（
傍
線
部
を
改
正
） 

 

投
手
は
た
だ
ち
に
試
合
か
ら
除
か
れ
、
自
動
的
に
出
場
停
止
と
な
る
。
マ
イ
ナ
ー
リ
ー
グ
で
は
、

自
動
的
に
一
〇
試
合
の
出
場
停
止
と
な
る
。 

 
 

（
12
）八
・
〇
二(

ｂ)

後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
改
正
） 

 

本
項
に
違
反
し
た
投
手
は
た
だ
ち
に
試
合
か
ら
除
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
投
手
は
自
動
的
に

出
場
停
止
と
な
る
。
マ
イ
ナ
ー
リ
ー
グ
で
は
、
自
動
的
に
一
〇
試
合
の
出
場
停
止
と
な
る
。 

 

 

 
 
 

二
〇
一
〇
年
一
月
二
十
八
日 

  

以 

上 


